
会 計 別 予 算 額
収 入 済 額 収 入 率（％）
支 出 済 額 執 行 率（％）

国民健康保険特別会計 11億2,201万3千円 
1 0  億  9 , 4 2 1  万  8  千  円 9 7 . 5  % 

9  億  9 , 0 5 7  万  6  千  円 8 8 . 3  % 

老 人 保 健 特 別 会 計 682万6千円 
3 9 4  万  2  千  円 5 7 . 7  % 

4 0 7  万  6  千  円 5 9 . 7  % 

介 護 保 険 特 別 会 計 8億7,759万3千円 
8  億  7 , 6 8 9  万  2  千  円 9 9 . 9  % 

7  億  7 , 6 7 8  万  1  千  円 8 8 . 5  % 

後期高齢者医療特別会計 8,676万1千円 
7 , 6 4 4  万  1  千  円 8 8 . 1  % 

7 , 6 0 2  万  円 8 7 . 6  % 

沢 目 財 産 区 特 別 会 計 652万5千円 
7 0 4  万  3  千  円 1 0 7 . 9  % 

5 5 2  万  8  千  円 8 4 . 7  % 

簡易水道事業特別会計 3億4,117万8千円 
2  億  2 , 8 1 5  万  1  千  円 6 6 . 9  % 

2  億  5 , 6 1 9  万  8  千  円 7 5 . 1  % 

公共下水道事業特別会計 4億2,582万2千円 
3  億  5 , 3 0 1  万  3  千  円 8 2 . 9  % 

4  億  1 , 0 6 0  万  6  千  円 9 6 . 4  % 

農業集落排水事業特別会計 4億3,025万8千円 
7 , 9 7 1  万  3  千  円 1 8 . 5  % 

3  億  8 , 8 0 7  万  7  千  円 9 0 . 2  % 

漁業集落排水事業特別会計 4,206万4千円 
3 , 9 5 8  万  2  千  円 9 4 . 1  % 

3 , 8 0 2  万  1  千  円 9 0 . 4  % 

町 営 診 療 所 特 別 会 計 7,638万9千円 
8 , 5 6 0  万  8  千  円 1 1 2 . 1  % 

6 , 7 5 8  万  8  千  円 8 8 . 5  % 

合 計 34億1,542万9千円 
2 8  億  4 , 4 6 0 万  3 千  円 8 3 . 3  ％ 
3 0  億  1 , 3 4 7 万  1 千  円 8 8 . 2  ％ 

町有財産の状況（基金）
基金の名称 20年度末現在高 積 立 額 繰 入 額 21年度末現在高

一 般 会 計 18億6,470万円 2億2,600万9千円 1億5,195万3千円 19億3,875万6千円 

国民健康保険事業基金 883万5千円 6万円 889万円 5千円 

介護給付費準備基金等 7,197万1千円 5万6千円 0円 7,202万7千円 

町営簡易水道基金 4,482万6千円 13万1千円 0円 4,495万7千円 

農業集落排水事業債償還基金 3,817万2千円 3万2千円 1,880万1千円 1,940万3千円 

合 計 20億2,850万4千円 2億2,628万8千円 1億7,964万4千円 20億7,514万8千円 

特別会計の収支状況

平成22年3月31日現在 

平成22年3月31日現在 

■訂正とお詫び

広報はっぽう８月号の「平成21年度下半期財政報告」の記載内容に一部誤りがありました。下記のとお
り訂正するとともにお詫び申し上げます。

「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が発行されます！ 「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が発行されます！ 
～年末調整・確定申告まで大切に保管を～ 

国民年金保険料は、所得税及び住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象となります。その年の１月
１日から12月31日までに納付した保険料が対象です。
この社会保険料控除を受けるためには、支払ったことを証明する書類の添付が義務付けられています。
このため平成22年１月１日から９月30日までの間に国民年金保険料を納付された方については、「社会保険
料（国民年金保険料）控除証明書」が本年11月上旬に日本年金機構本部から送付されますので、年末調整や確定
申告の際には必ずこの証明書（又は領収証書）を添付して下さい。
また、10月１日から12月31日までの間に今年はじめて国民年金保険料を納付された方については、来年の２月

上旬に送付されます。
なお、ご家族の国民年金保険料を納付された場合も、ご本人の社会保険料控除に加えることができますので、

ご家族あてに送られた控除証明書を添付のうえ申告してください。
「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」についてのご照会は、控除証明書のはがきに表示されている年金
事務所へお問い合わせ下さい。
■問合せ先 日本年金機構 鷹巣年金事務所 お客様相談室 @0186－62－1308

八峰町福祉保健課 保険年金係 @76－4608

11月上旬 
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底
上
げ
に
繋
が
っ
て
い
る
も
の
と
考
え

て
い
ま
す
。

今
後
と
も
学
校
、
家
庭
、
地
域
の
連

携
を
深
め
な
が
ら
、
町
の
財
産
で
あ
る

教
育
的
土
壌
を
大
切
に
し
、『
教
育
立
町

八
峰
町
』
を
目
指
し
て
ま
い
り
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

請
が
あ
り
、
８
月
に
小
手
萩
地
区
に
２

基
、
大
槻
野
地
区
に
１
基
設
置
し
て
い

ま
す
。
残
り
に
つ
い
て
は
、
宅
内
の
排

水
管
整
備
な
ど
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
考

慮
し
、
順
次
、
整
備
し
て
い
き
ま
す
が
、

今
後
も
、
個
人
負
担
の
少
な
い
市
町
村

設
置
型
の
優
位
性
を
Ｐ
Ｒ
し
、

合
併
処

理
浄
化
槽
の
整
備
を
推
進
し
て
ま
い
り

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

４
月
20
日
に
実
施
さ
れ
た
全
国
学

力
・
学
習
状
況
調
査
の
結
果
が
、
７
月

30
日
に
文
部
科
学
省
か
ら
公
表
さ
れ
ま

し
た
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
秋
田
県
の
小

学
６
年
生
は
、
国
語
と
算
数
全
４
科
目

中
４
科
目
で
、
中
学
３
年
生
は
、
国
語

２
科
目
で
そ
れ
ぞ
れ
全
国
第
１
位
と
な

り
、
数
学
２
科
目
も
２
位
の
好
成
績
で
、

４
年
連
続
で
全
国
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
成

績
を
収
め
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
中
で
、
今
年
も
ま
た
八

峰
町
の
児
童
・
生
徒
は
、
秋
田
県
の
平

均
を
上
回
る
成
績
を
収
め
ま
し
た
。

八
峰
町
の
児
童
・
生
徒
が
４
年
連
続

し
て
好
成
績
を
収
め
て
い
る
背
景
に
は
、

望
ま
し
い
生
活
習
慣
や
学
習
習
慣
が
身

に
つ
い
て
い
る
こ
と
と
、
教
育
現
場
に

お
け
る
学
力
向
上
へ
の
取
り
組
み
と
、

併
せ
て
実
施
し
た
学
習
状
況
調
査
の
結

果
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
家
庭
や
地

域
が
子
ど
も
達
を
応
援
し
、
温
か
く
見

守
っ
て
下
さ
る
こ
と
が
、
学
力
向
上
の

９
月
議
会
定
例
会
に

提
出
し
た
主
な
議
案

■
八
峰
町
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て

■
八
峰
町
過
疎
地
域
自
立
促
進
計
画
に

つ
い
て

■
一
般
会
計
補
正
予
算

６
、８
８
７
万
８
千
円
を
追
加
す
る
も
の

主
な
歳
出

予
防
接
種
委
託
料

塙
川
健
康
セ
ン
タ
ー
改
修
工
事
費

税
関
係
電
算
シ
ス
テ
ム
導
入
費

保
育
所
運
営
費
委
託
料

介
護
保
険
特
別
会
計
へ
の
繰
出
金
な
ど

■
特
別
会
計
補
正
予
算

八
峰
町
介
護
保
険
事
業

八
峰
町
沢
目
財
産
区

八
峰
町
営
簡
易
水
道
事
業

八
峰
町
公
共
下
水
道
事
業

八
峰
町
営
診
療
所

■
平
成
21
年
度
八
峰
町
一
般
会
計
歳
入

歳
出
決
算
認
定

■
各
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
認
定

■
人
権
擁
護
委
員
候
補
者
の
推
薦
に
つ

い
て

■
八
峰
町
副
町
長
の
選
任
に
つ
い
て

全
国
学
力
・
学
習
状
況
調
査

本
年
も
好
成
績
を
収
め
る

⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯

⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯

⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯

⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯

⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯

⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯

⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯

⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯

⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯

⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯


